
交付します

補助対象者
京都府内で新たに起業する者
京都府内で事業承継又は第二創業をする者 上限

200万円
※補助対象経費の２分の１以内

対象経費

従業員の人件費、店舗等借入費、設備費、原材料費、
借料、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、
委託費、マーケティング調査費、広報費 等

お問い合せ先

京都府商工労働観光部産業振興課 075ｰ414ｰ5106
〒602ｰ8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

京都府内で、地域課題を解決する社会的事業※を始める方
に、起業に必要な経費の一部を補助します。
※本事業における社会的事業の要件（ア～エの全てに該当すること）
ア 地域社会が抱える課題の解決に資すること（社会性）
イ 事業の対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能なこと（事業性）
ウ 解決しようとする地域課題に対し、当該起業等事業を実施しなければ課題解決に資するサービスの供
給が十分でないこと（必要性）

エ 生産性の向上・機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用していること
（デジタル技術の活用）

起業支援事業費補助金

※別途、令和９年１月末までに開業するなど条件があります。

受付締切

令和8年4月20日 (月)
～

令和8年6月5日 (金)
締切日当日消印有効

●地域活性化事業
人口減少地域の活性化や若者等の地域定着に向けて、農林水産物や優れた自然環境・景

勝・文化財などの地域資源を活用した特産品開発・販売や地元食材を活用した飲食・サービ
ス等の魅力ある地域活性化に資する事業等
●社会福祉・社会教育・子育て支援関連
少子高齢化や核家族化の進展により需要が高まっている高齢化や子育て世帯向けの福祉・

教育等の生活支援サービスの供給及びそれに付随する事業等

下記はあくまでの例示であり、様々な取組をお待ちしております。
想定事例

過去採択事例の紹介
記事はこちら
https://www.pref.
kyoto.jp/Sangyo
sinko/startup/Ki
gyoshienhojokin
/kako.html

地域未来交付金

応募書類の作成にあたっては、起業予定地の商工会・商工会議所の
中小企業応援隊によるコンサルティング（無料）を受ける必要があります。
（商工会・商工会議所の連絡先は裏面をご確認ください）

申請要領・様式等の
ダウンロードはこちら
https://www.pref.
kyoto.jp/sangyo-
sinko/startup/kigy
oshienhojokin/ind
ex.html
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名 称 住     所 電話 管轄する事業実施地 

京都商工会議所 

 本部・ビジネス

サポートデスク 

 

〒６００－８５６５ 京都市下京区四条室町東入 

京都経済センター３階 

 

075-341-9790 

 

 

京都市（上京区・中京区・

下京区・東山区・山科区） 

 洛北ビジネスサ

ポートデスク 

〒６０6－０８６４ 京都市左京区下鴨高木町６ア

トリエフォー１階 

075-701-0349 

 

京都市（北区・左京区） 

 

 洛西ビジネスサ

ポートデスク 

〒６１５－００２２ 京都市右京区西院平町 7 クラ

エンタービル 5階 

075-314-8771 

 

京都市（右京区（京北

地域は除く）・西京区） 

 洛南ビジネスサ

ポートデスク 

〒６１２－８０８６ 京都市伏見区京町北 7 丁目 11

増田組第 2ビル 1階 

075-611-7085 

 

京都市（伏見区・南区） 

京北商工会 〒６０１－０２５１ 京都市右京区京北周山町上寺田 1-1 075-852-0348 京都市右京区京北地域 

向日市商工会 〒６１７－０００２ 向日市寺戸町寺田 64 向日市商工観光振興センター内 075-921-2732 向日市 

長岡京市商工会 〒６１７－０８２６  長岡京市開田 3-10-16 075-951-8029 長岡京市 

大山崎町商工会 〒６１８－００７１ 乙訓郡大山崎町大山崎竜光 3 075-956-4600 大山崎町 

宇治商工会議所 〒６１１－００２１ 宇治市宇治琵琶 45-13 0774-23-3101 宇治市 

城陽商工会議所 〒６１０－０１９６ 城陽市富野久保田 1-1 0774-52-6866 城陽市 

八幡市商工会 〒６１４－８０９３ 八幡市八幡三本橋 59-9 075-981-0234 八幡市 

京田辺市商工会 〒６１０－０３３４ 京田辺市田辺中央 4-3-3 0774-62-0093 京田辺市 

久御山町商工会 〒６１３－００３６ 久世郡久御山町田井浜代 5-1 075-631-6518 久御山町 

井手町商工会 〒６１０－０３０２ 綴喜郡井手町井手橋ノ本 14-3 0774-82-4073 井手町 

宇治田原町商工会 〒６１０－０２６１ 綴喜郡宇治田原町岩山釜井谷 1-36 0774-88-4180 宇治田原町 

木津川市商工会 〒６１９－０２１４ 木津川市木津南垣外 83-3 0774-72-3801 木津川市 

笠置町商工会 〒６１９－１３０３ 相楽郡笠置町笠置佃 3-1 0743-95-2159 笠置町 

和束町商工会 〒６１９－１２１２ 相楽郡和束町釜塚京町 19番地 0774-78-3321 和束町 

精華町商工会 〒６１９－０２４３ 相楽郡精華町南稲八妻北尻 70 0774-94-5525 精華町 

南山城村商工会 〒６１９－１４１１ 相楽郡南山城村北大河原久保 14-5 0743-93-0100 南山城村 

亀岡商工会議所 〒６２１－０８０６ 亀岡市余部町宝久保 1-1 0771-22-0053 亀岡市 

南丹市商工会 〒６２９－０１４１ 南丹市八木町八木東久保 28-1 0771-42-5380 南丹市 

京丹波町商工会 〒６２２－０２１４ 船井郡京丹波町蒲生野口 45-1 0771-82-0575 京丹波町 

福知山商工会議所 〒６２０－００３７ 福知山市字中ノ 27 0773-22-2108 福知山市（大江、三和、

夜久野地域は除く） 

舞鶴商工会議所 〒６２５－００３６ 舞鶴市字浜 66番地 0773-62-4600 舞鶴市 

綾部商工会議所 〒６２３－００１６ 綾部市西町 1-50-1 Ｉ・Ｔビル内 0773-42-0701 綾部市 

福知山市商工会 〒６２０－０３０１ 福知山市大江町河守 398 0773-56-5151 福知山市（大江、三和、

夜久野地域） 

宮津商工会議所 〒６２６－００４１ 宮津市字鶴賀 2054-1 0772-22-5131 宮津市 

京丹後市商工会 〒６２７－００１２ 京丹後市峰山町杉谷 836-1 0772-62-0342 京丹後市 

与謝野町商工会 〒６２９－２３１２ 与謝郡与謝野町字四辻 150 0772-43-1020 与謝野町 

伊根町商工会 〒６２６－０４２４ 与謝郡伊根町亀島 429 0772-32-0302 伊根町 
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